
「カードご利用代金明細書」に表示してある『お買物割引券』を
お買い物時にレジへお渡しください。
『お買物割引券』部分を切り取ってご利用下さい。
1ポイント=1円換算でRIZAPスポーツグループ各店舗にて
ご利用いただけます。
※２,０００ポイント単位で『お買物割引券』を差し上げます。
※２,０００ポイント未満は次月へ繰り越されます。
※『お買物割引券』の有効期限は、券面上に表示してあります。
　有効期限を越えた利用はできませんのでご注意ください。
※繰り越されたポイントは、利用月から２年間有効です。
〔RIZAPスポーツグループ各店舗〕

パワーズCFカード及びパワーズマービスカードでのあらゆる
ショッピング利用に対し、そのご利用金額に応じ、パワーズポイ
ントが加算されます。
パワーズはもちろん、すべてのSMBCファイナンスサービス
株式会社の加盟店、Visa、Mastercard®、JCBなどのブランド
加盟店で、パワーズポイントが加算されます。海外でのご利用も
もちろん加算されます。

お買い上げ１００円（税込）につき、１ポイント加算されます。
特に、パワーズをはじめとするRIZAP
スポーツグループ各店舗でのご利用につ
きましては、お買い上げ１００円（税込）に
つき３ポイント加算されます。
※１００円未満は切り捨てさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　（上記店舗でのみ「お買物割引券」がご利用いただけます。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2020年4月現在

詳細はRIZAPスポーツグループ
オフィシャルWEBサイトのShop一覧より
ご確認ください。

貴方の累積ポイントは…
前月繰越ポイント
当月カードポイント

次月繰越ポイント
当月現金ポイント

中央　太郎　様

合計　　　６３０ ポイントです

累計ポイントが２,０００ポイントになりましたら、お買物割引券を差し上げます。

☆☆ お買物割引券 ☆☆
前月繰越ポイント
当月カードポイント

次月繰越ポイント
２,０００円

この割引券はRIZAPスポーツグループ各店舗でのみご利用頂けます。
詳細はRIZAPスポーツグループオフィシャルWEBサイトのShop一覧よりご確認ください。　
本券の紛失につきましては再発行できません。

〈点線部分を切り取ってご利用ください。〉

前月までに繰り越されたポイント数が表示されます。
当月加算されたポイント数を表示します。

２，０００ポイント未満の次月へ繰り越すポイント数を表示します。

２，０００ポイント単位でポイント数が表示されます。
ここに表示されたポイントがお買物券としてご利用いただけます。

リ゙ボばリボルビング払い
Ｓ：ショッピング　Ｃ：キャッシング
〔新規サイン〕：＊印は当月ご利用分ご利用明細書
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当月現金ポイント

切り取ってご利用ください。

RIZAP（株）

第１条（規定の目的など）
　１．本規定は、RIZAP株式会社（以下『RIZAP』という）とSMBCファイナンスサービス株式会社（以下『会社』という）との提携に
より発行するパワーズCFカード及びパワーズマービスカード（以下『カード』という）を保有する会員（以下『会員』という）に対し
て提供するカードの利用特典（以下『特典』という）の内容、及びその特典を受けるための条件を定めたものです。

　２．RIZAP及び会社は、その都度、事前及び事後に会員に文書にて通知してこの規定を変更できるものとし、会員は、あらかじ
めその旨を承認するものとします。

第２条（特典の内容など）
　１．特典とは、会員がカードを利用してRIZAP、SMBCファイナンスサービス株式会社の加盟店及びSMBCファイナンスサービス
株式会社の提携加盟店で、その請求時に確定したポイントに応じて還元金を受け取ることができる制度です。

　２．RIZAPでのご利用に限り、カードを提示した上での現金利用についても、この特典の対象になります。
　３．会社が行う『ワンダフルプレゼント２１』のサービスは、このカードには付与されません。
第３条（ポイントの付与）
　１．会員の毎月のカードご利用代金明細書に記載される新規ご利用分のうち、キャッシングご利用分、カード年会費、その他会社
所定のものを除外した合計金額（以下『新規利用額』という）に対し付与するポイントを、新規利用ポイントとします。ただし、
RIZAP及び会社がポイント付与について不適当と認めたご利用についてはこの限りではありません。

　２．RIZAP及び会社は、特定の会員に対して別途ボーナスポイントを付与することができます。
　３．本条第１項の『新規利用ポイント』、第２項の『ボーナスポイント』の合計を各月の獲得ポイントとします。
　４．ポイントは、その対象となるカードのご利用日にかかわらず、各月の請求時に会員に付与されます。
　５．ポイントは、当該ポイントが付与された月より２年間有効とします。
　６．RIZAP及び会社は、会員がカード会員規約及び本規定を遵守していないと認めた場合、当該会員へのポイント付与を拒否
することができます。

　７．家族会員のカードご利用金額に基づくポイントは、当該家族会員の属する本人会員のポイントと合算してその本人会員に付
与されます。

第４条（ポイントの取り消し）
　　商品、役務などの購入取り消しなどにより、会員のカードご利用代金の全部または一部が取り消された場合、当該取り消し額
　に応じたポイントは会社所定の方法により取り消されるものとします。
第５条（ポイントの計算）
　１．会員の新規利用ポイントは、新規利用額（１００円未満は切り捨て）に対して、次の通り算出され、その会員に付与されます。
　　①RIZAPでのご利用の場合　　　　　　　　　　　１００円につき３ポイント
　　②SMBCファイナンスサービス株式会社の加盟店及びSMBCファイナンスサービス株式会社の提携加盟店の場合
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １００円につき１ポイント
　　③RIZAP及び会社が特に指定したSMBCファイナンスサービス株式会社の加盟店の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     １００円につき３ポイント
　２．ボーナスポイントは、RIZAP及び会社があらかじめ告知する所定の条件、方法によって算出され、その対象会員に付与されます。
第６条（特典の実施）
　１．前条で算出されたポイントの合計を各月の獲得ポイントとして累積します。
　２．その累積されたポイントに応じ、２，０００ポイント単位で割引券を発行します。
　３．割引券はRIZAPにおいてのみ、１ポイント当たり１円としてご利用いただけます。
　４．割引券の有効期限は、割引券面上に表示します。
　５．割引券は、各月のご利用代金明細書に表示しますので、大切に保管して下さい。
　６．割引券の再発行は致しません。
　７．２，０００ポイント未満は翌月以降に繰り越されます。
　８．割引券は、ポイントを獲得した本人会員及び家族会員がカード利用時に提出する時に限り利用できます。
第７条（複数カードの取扱）
　　会員がカードを複数枚所持している場合には、本規定に基づきカードごとにポイントを計算しますので、これらを合算すること
　はできません。
第８条（権利の消失）
　　理由の如何を問わず、会員がカード会員資格を喪失した場合は、本規定におけるすべての権利、義務は自動的に消失する
　ものとします。
第９条（権利の譲渡など）
　　会員は理由の如何を問わず、特典における権利、義務を他人に貸与、譲渡、担保提供したり、相続させることはできません。
第１０条（特典に関する疑義など）
　　ポイントの付与、 ポイントの有効性、 還元金額など会員の特典に関する疑義は、 RIZAPまたは会社の決するところによりま
　す。
第１１条（終了、中止、変更など）
　１．RIZAPならびに会社は、会員に通知のうえいつでも特典を終了もしくは中止、または内容変更することができるものとし、会員
は、あらかじめその旨承認するものとします。

　２．特典の内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　  　　   （2020年4月）
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